




 

令和８年４月２０日 

 

赤十字会員の皆様 へ 

 

日本赤十字社島根県支部 

飯南町分区長 塚原隆昭 

 

 

令和８年度 日本赤十字社会費の納入について（お願い） 

 

 日頃より、赤十字活動の推進につきまして、格別のご支援ご協力をいただ

き厚くお礼申し上げます。 

 日本赤十字社では、毎年５月を「赤十字会員増強運動月間」として、赤十

字事業の推進と会費納入をお願いし、赤十字の基盤を確立することにしてお

ります。 

 近年では、全国各地において豪雨災害や地震等の大規模な災害が発生して

おり、災害救護を始めとする赤十字活動は、ますます強化を図る必要性が増

しております。 

こうした活動は、皆様からお寄せいただく「日本赤十字社会費」で支えら

れており、本年度も皆様のご協力をいただきますようよろしくお願いいたし

ます。 

   

記 

 

【会 費 額】 普通会員   ７００円 

 

特別会員 ２，０００円 

 

             ※会費の金額は、日本赤十字社 島根県支部内の市町村で 

統一されています。 

   

【お 願 い】  現在、世帯主の方にご加入いただいている場合がほとんど

ですが、赤十字会費は個人単位での加入が基本となってお

ります。世帯主様以外のご家族の皆様にも多数ご加入いた

だければ幸いに存じます。 

回 覧 

～本件に関するお問い合わせ～ 

◇日本赤十字社飯南町分区 

（飯南町社会福祉協議会内） 

℡ ７６－２１７０ 



令和７年２月岩手県大船渡市において発生した林野火災では、
約3,370ヘクタール、226棟の建物が被災するという甚大な被害が発生しました。
このようなことを踏まえ、林野火災の予防を目的に火災予防条例が改正され、
令和８年１月１日から、林野火災注意報と林野火災警報の運用が開始されました。

林野火災注意報・警報について

林野火災
注意報・警報の

運用が始まりました

令和8年1月1日から

気象状況が一定の基準に達し、火災の発生しやすいときに発令するものです。
注意報及び警報発令時：屋外での火の使用はやめてください。

①前３日間の合計降水量が１ｍｍ以下、 かつ、前 30 日間の合計降水量が 30mm 以下
②前３日間の合計降水量が１ｍｍ以下 、かつ、乾燥注意報が発表

次の①又は②のいずれかの条件に該当する場合≪林野火災注意報発令基準≫

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
≪林野火災警報発令基準≫

①山林、原野等において火入れをしないこと　　②煙火をしないこと

③火遊び又はたき火をしないこと　　　　　　　④可燃物の近くで喫煙をしないこと

⑤山林、原野等で喫煙をしないこと　　　　　　⑥残火、取り灰又は火粉を始末すること

1

林野火災注意報・警報が発令された場合の屋外での規制について2

※警報発令時、上記に違反した場合罰則があります。



雲 南 消 防 本 部

住民の皆様には火災予防に
ご理解とご協力をお願いします。

●該当の市町から告知放送によりお知らせします。

●消防本部のホームページに掲載します。

●消防車両による広報をします。

林野火災注意報・警報の発令の周知、広報について3

林野火災 注意報 を発令したとき

雲南消防本部・雲南消防署 40-0119
奥出雲消防署 54-2166
飯 南 消 防 署 72-1201

問 合 せ 先

●該当市町からの防災ラジオ（飯南町は告知放送）及び
　屋外スピーカーでお知らせします。

●消防本部のホームページに掲載します。

●消防車両による広報をします。

林野火災 警報 を発令したとき

雲南消防本部
ホームページ



　健康増進計画とは、 健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目標とした計画です。

　食事 ・ 運動 ・ 睡眠 ・ こころの健康など、 日々の生活習慣は、 私たちの体と心の状態に大きく影響します。 しかし、 健

康は個人の努力だけで守れるものではありません。 安心して運動できる環境や、 正しい情報に触れられる機会、 困った

ときに相談できる体制などを整え、 より健康に、 より長く、 いきいきと暮らせるようにするために地域団体を中心とし

た主体的な取り組みを積み重ねる必要があります。

　こうしたことから、 個人の行動と健康状態の改善に加え、 社会環境の整備やライフステージに応じた取り組みを総合

的に推進しています。

健康⻑寿をつむぐ、まめな暮らし
― すこやかに⽣き、つながり⽀え合う地域へ ―

概 要 版

01 健康増進計画とは

基本理念

ᇺᲯഐ�ͥࡎƴƎƎƴǝ ��
ᇺ�ഐ᫣Ꮜਗ਼ᡷᚙဓȸᇺ �ഐ�൑̭ͥ܈ᚙဓ

ǈŴǋ

発行：飯南町　　　編集：飯南町保健福祉課

住所：〒690-3207　島根県飯石郡飯南町頓原２０６４番地

TEL：0854-72-1770　　FAX：0854-72-1775

URL：https://www.iinan.jp/

第４次 健康ないいなん 21
第 5 次食育推進計画 ・ 第 4 次母子保健計画

概　要　版

本計画は、住⺠⼀⼈ひとりが健康的で⾃分らしく暮らし続けられることを⽬指し
て、「健康⻑寿をつむぐ、まめな暮らし −すこやかに⽣き、つながり⽀え合う地域へ−」
を基本理念とします。理念に込めた「つむぐ」という表現には、⽇々の積み重ねによっ
て未来の健康を育むという意味が込められています。

また、「まめな暮らし」は、飯南町に根づく「まめ＝健康・ていねい・誠実」な⽣
き⽅を表現した⾔葉です。

ライフステージに応じた健康課題に取り組みながら、地域全体で「すこやかに⽣
きる」ことを⽀え合い、誰⼀⼈取り残さない、つながりのある地域社会の実現を⽬
指します。

住⺠、地域団体、関係機関が連携し、「まめ」に暮らすことを当たり前に感じられる、
持続可能で安⼼して暮らせるまちづくりを進めていきます。
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　本町の健康課題や地域特性、評価結果を踏まえた上で、健康増進

と食育の一体的な推進を図るため、3つの基本目標を掲げます。

　本町の65歳平均自立期間は、みなさん一人ひとりの健康づくり

の積み重ねや、健康ないいなん21に基づく総合的な健康づくり施

策の推進のもと、年々延びています。

　男性は令和2年（2020年）、女性は令和元年（2019年）に雲南圏

域を上回り、現在も高い水準を保っています。

ライフステージに応じて、

誰もが「まめに生きる」地域社会をつくる

地域ぐるみで、つながりと支え合いによる

健康づくりを進める

● 乳幼児期から高齢期まで、 一人ひとりの健康課題に応じた

継続的な支援を実施

● 健診、 予防、 生活習慣改善などの行動変容を促進し、 日常

に根づく健康習慣を定着

● 家庭 ・ 学校 ・ 地域 ・ 職場 ・ 医療 ・ 福祉が連携し、 多世代 ・

多分野のネットワークを形成

● 孤立や格差のない地域共生を目指し、 住民一人ひとりが役

割を持てる環境を整備

A-1　お口の健康

A-２　栄養・食生活の改善

A-３　運動習慣の改善

A-４　適正飲酒の推進

A-５　禁煙の推進

A-６　地域ぐるみの健康づくり推進

適正体重の維持や運動 ・ 食生活の改善、 かむ力、 食べる力 ・ アルコール ・ 喫煙

対策等、 生活習慣病の予防に向けた健康行動を定着させます。 年代ごとの課題に

応じて個別支援を行い、 地域や家庭の生活環境全体での改善を目指します。

A.　口腔・栄養・運動・生活習慣改善

中長期的効果：目標指標 現状 目標（R10）

平均寿命の延伸

６５歳の平均自立期間

男性　８３．１０ ・ 女性　８９．１４
（R1-R5）

延ばす

男性　１９．１８ ・ 女性　２２．０８
（R1-R5）

男性　１９．５
女性　２４．２

B-１　特定健診・がん検診・歯科健診の受診率向上と個別支援

B-２　未受診者へのフォローアップと受診勧奨

B-３　ハイリスク者対策の充実

B-４　重症化予防対策の推進

B-５　がん予防

生活習慣病の早期発見と重症化予防を目的に、 各種健診の受診率向上と保健指

導の充実を図ります。 特定健診 ・ がん検診等の受診勧奨とフォロー体制を強化し、

疾病の予防 ・ 健康管理を支える地域保健活動を推進します。

B.　健康管理

新規人工透析導入者数

糖尿病有病率

糖尿病予備軍の割合

がんによる年齢調整死亡率

脳卒中による年齢調整死亡率

中長期的効果：目標指標 現状 目標（R10）

減少男性　１９．２ ・ 女性　４．２（R5）

減少

0人（R6）

２３１．８（R1-R5） 減少

減少

男性　２０．８ ・ 女性　１２．３（R5）

５６．１（R1-R5）

0人

C-１　多職種連携による介護予防・フレイル予防の取り組み

C-２　認知機能低下予防 C-３　相談機関・窓口の情報提供・支援体制の構築

身体機能や口腔、 栄養、 社会参加の視点から、 フレイル予防 ・ 認知症予防 ・ 介護

予防を実施し、 地域でいきいきと暮らし続けられる環境づくりを支援します。 高齢者

サロンや通いの場を活用した見守りや支え合いの体制を整備します。

Ｃ.　高齢者のフレイル予防・認知症予防・介護予防

介護認定者の認知症者（自立度Ⅱa以上）の割合

主観的健康観が高い人の割合

介護保険認定率

中長期的効果：目標指標 現状 目標（R10）

８８％

現状維持

現状維持

８３％（R6後期）

６７．２％（R6）

２１．６％（R6）

D-１　こころの健康づくりに関する普及啓発

D-２　早期発見・早期支援の充実

D-３　専門機関及び関係組織との連携

ストレスやこころの不調への気づきを促し、 早期相談 ・ 適切な支援につなげる体制

を整えます。 こころの健康への理解促進、 自死予防、 若年層 ・ 働き世代へのメンタ

ルヘルス対策など、 予防的支援を推進します。

Ｄ.　こころの健康・ストレス対策

自死による年齢調整死亡率

中長期的効果：目標指標 現状 目標（R10）

男性　２５．４ ・ 女性 ０
（R1-R5）

0

E-１　プレコンセプションケアの推進

E-２　子どもの安全と健康を守る

E-３　子どもの育ちと親子の関わりを支える

E-４　子どもの生活リズムと健康を支える

妊娠 ・ 出産 ・ 育児期の切れ目ない支援体制を継続します。 健診や予防接種、 子育

て期の健康相談の機会を充実させ、 生活リズム ・ メディア利用など若年層の健康課

題にも多面的に対応します。

母子保健計画Ｅ.　子育て世代・若者世代の健康づくり支援

子どもが健やかに育っていると思う小・中学生の保護者の増加

プレコンセプションケアを知っている高校生の増加

中長期的効果：目標指標 現状 目標（R10）

９５％

５０％

９２．４％（R7）

１％（R7）

F-１　食育の推進栄養・食生活支援

F-２　地産地消

F-３　食品ロスを目指した食育の推進食環境の整備

家庭 ・ 学校 ・ 地域が協働し、 食の重要性を学び実践する食育の推進を図ります。 地産地消

や郷土料理の継承、 共食の推進などを通じて、 子どもから高齢者まで食を通じた健康づくり

と地域の絆を深めていきます。

学校給食への地元産野菜利用率

町内産品購入率（食料）

家族や友人、地域の人と食事を一緒にする人の割合

食育を実践している人の割合

食育に関心のある人の割合

Ｆ.　食育・地産地消・食文化 食育推進計画

中長期的効果：目標指標 現状 目標（R10）

３８．１％（R6）

１２．０％（R6）

９０％

８６％

７４％

８２．７％（R6）

８１．９％（R6）

６１．９％（R6）

２０％

６０％

02 住民の健康状態 03 施策体系

基本理念

基本目標

01

02

食を通じて、すこやかな身体と暮らしを育てる

● 食育から低栄養予防まで、 ライフステージに応じた食習慣

の改善と健康づくりの推進

● 野菜摂取や共食の習慣化と、 地域の食材 ・ 家庭の食卓を活

かした実践的な取り組みの展開

03

施策分野・目標指標・具体的な施策

健康⻑寿をつむぐ、まめな暮らし ― すこやかに⽣き、つながり⽀え合う地域へ ―

※65歳平均自立期間：65歳の人が、介護を受けずに自立して生活できると見込まれる期間

19.37

16

17

18

19

20

21

22

23

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

（年）
22.33

島根県
男性 ⼥性

雲南圏域
飯南町

【６５歳平均自立期間】

⻑期的に⾃
⽴期間が延

伸

＊年齢調整死亡率とは
年齢調整死亡率とは、⼈⼝の年齢構成の違いをならして計算した死亡率のこと。
⾼齢者が多い地域は死亡率が⾼くなりやすいため、その影響を取り除き、地域や年ごとの状況を公平に⽐べるための指標
である。なお、⼈⼝の少ない⾃治体では数値が変動しやすい特徴がある。

＊⽬標数値については、令和10年時点における最新の指標を⽤いるものとする


